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各 都 道 府 県 知 事  

各 指 定 都 市 市 長  

各 消 防 本 部 消 防 長  

非常備町村消防防災主管部局長 

 

消防庁次 長 

（公印省略） 

 

 

 

火災予防条例（例）の一部改正について（通知） 

 

 

今般、焼肉店等で使用される火気器具の周囲に設置される排気ダクトに起因す

る火災の発生状況等に鑑み、令和７年度に開催した厨房設備等の基準に関する検

討部会の検討結果を踏まえ、火災予防条例（例）（昭和 36 年 11 月 22 日付け自

消甲予発第 73号）の一部を別添のとおり改正することとしました。 

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、適切に対応されるようお願いい

たします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 37 条の規定に基づ

く助言として発出するものであることを申し添えます。 
 
 

記 
 
 

第１ 調理に用いる器具の周囲で使用する排気ダクト等に関する事項 

調理に用いる器具の周囲で使用する排気ダクト、グリス除去装置等に油脂

等が付着しないよう適切に管理することとしたこと。（第 18 条、第 19 条、

第 20条、第 21条関係） 

 

第２ その他 

   施行期日は、令和９年４月１日としたこと。（附則関係） 

   なお、改正後の条例の運用については、「上引き排気ダクト等の適切な管 

理に関する運用について（通知）」（令和８年７月３日付け消防予第 279 号） 

を参考にすること。 

 

殿 

消防庁予防課予防係 

担当：川合、谷川、櫻川 

電話：03-5253-7523 
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○
○
市
（
町
・
村
）
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　

新
旧
対
照
表 

○
火
災
予
防
条
例
（
例
）
（
昭
和
三
十
六
年
十
一
月
二
十
二
日　

自
消
甲
予
発
第
七
十
三
号
）　

 

　

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 

改 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　

正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

後

改 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　

正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

前

 
 

（
液
体
燃
料
を
使
用
す
る
器
具
）

（
液
体
燃
料
を
使
用
す
る
器
具
）

第
一
八
条　

 
[

略]

第
一
八
条　

 
[

同
上]

[

２　

略]
[

２　

同
上]

３　

液
体
燃
料
を
使
用
す
る
調
理
に
用
い
る
器
具
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
に
規

[

新
設]

定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
周
囲
に
お
い
て
使
用
す
る
排
気
ダ
ク
ト
、
グ
リ

ス
除
去
装
置
等
に
油
脂
等
が
付
着
し
な
い
よ
う
に
適
切
に
管
理
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

（
固
体
燃
料
を
使
用
す
る
器
具
）

（
固
体
燃
料
を
使
用
す
る
器
具
）

 
 

第
一
九
条　

 
[

略]
第
一
九
条　

 
[

同
上]

 
 

[

２　

略]
[

２　

同
上]

３　

固
体
燃
料
を
使
用
す
る
調
理
に
用
い
る
器
具
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
に
規

[

新
設]

定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
前
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

 
 

（
気
体
燃
料
を
使
用
す
る
器
具
）

（
気
体
燃
料
を
使
用
す
る
器
具
）

別添

成大 櫻川
長方形
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第
二
〇
条　

 
[

略]

第
二
〇
条　

 
[

同
上]

[

２　

略]
[

２　

同
上]

３　

気
体
燃
料
を
使
用
す
る
調
理
に
用
い
る
器
具
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
に
規

[

新
設]

定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
八
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

 
 

（
電
気
を
熱
源
と
す
る
器
具
）

（
電
気
を
熱
源
と
す
る
器
具
）

第
二
一
条　

 
[

略]

第
二
一
条　

 
[

同
上]

[

２　

略]
[

２　

同
上]

３　

電
気
を
熱
源
と
す
る
調
理
に
用
い
る
器
具
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
に
規
定

[

新
設]

す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
八
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附　

則 

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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○
○
市
（
町
・
村
）
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
○
市
（
町
・
村
）
火
災
予
防
条
例
（
昭
和
○
○
年
○
○
市
（
町
・
村
）
条
例
第
○
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

液
体
燃
料
を
使
用
す
る
調
理
に
用
い
る
器
具
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
周
囲
に
お
い
て
使

用
す
る
排
気
ダ
ク
ト
、
グ
リ
ス
除
去
装
置
等
に
油
脂
等
が
付
着
し
な
い
よ
う
に
適
切
に
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

固
体
燃
料
を
使
用
す
る
調
理
に
用
い
る
器
具
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
前
条
第
三
項
の
規
定
を

準
用
す
る
。

第
二
〇
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

気
体
燃
料
を
使
用
す
る
調
理
に
用
い
る
器
具
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
八
条
第
三
項
の
規

定
を
準
用
す
る
。

第
二
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

電
気
を
熱
源
と
す
る
調
理
に
用
い
る
器
具
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
八
条
第
三
項
の
規
定
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を
準
用
す
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。




